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すみよしげんき学園 重要事項説明書 

 教育・保育の提供の開始にあたり、当園があなたに説明すべき内容等は、次のとおりです。 

 

 

1 施設運営主体 

名 称 社会福祉法人 千早赤阪福祉会 

所 在 地 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分 59 

電 話 番 号 0721-72-7868 

代 表 者 氏 名 理事長 向井 秋久 

設 立 年 月 日 昭和 56 年 2 月 19 日 

運  営  施  設 

げんきこども園 

石川こども園 

上本町げんき学園 

あべのげんき学園 

げんき桜こども園 

げんき桜桃保育園 

すみよしげんき学園 

 

 

2 利用施設 

施 設 の 種 類 認可保育所 

施 設 の 名 称 すみよしげんき学園 

施 設 の 所 在 地 大阪府大阪市住吉区住吉 1-14-16 

連  絡  先 TEL 06-6115-8478 FAX 06-6115-8476 

施 設 長 向井 秋久 

対 象 児 童 
児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところに より、

保育を必要とする小学校就学前児童 

認  可  定  員 
0 歳児 6  人 1 歳児 15 人 

2 歳児 15 人 3 歳児 16 人 

4 歳児 16 人 5 歳児 16 人  計 84 人 

利 用 定 員  
満 3 歳以上の児童 7 人 

満 1 歳以上満 3 歳未満の児童 17 人 

満 1 歳未満の児童 6 人 計 30 人 

開 設 年 月 日 令和 7 年 7 月 1 日 

事 業 所 番 号  
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3 施設の目的及び運営方針等 

目 的 

すみよしげんき学園（以下「当園」という。）は、全てのこども

に、保育所保育指針に基づいた乳児及び幼児の教育・保育事業を

行い、また保護者に対する子育て支援を行うことを目的とする。 

運 営 方 針 

義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、満 3 歳以上

の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する

保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図れるよ

う適正な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保

護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。 

 

 

4 施設設備等の概要 

敷 地 385.03 ㎡ 

園  庭 62.45 ㎡  

園 舎 
構 造 

鉄筋コンクリート造 3 階 

 

延べ面積  610.88 ㎡ 

0 歳保育室 もも組 34.74 ㎡ 

1 歳保育室 うめ組 54.08 ㎡ 

2 歳保育室 さくら組 41.40 ㎡ 

3 歳保育室 ふじ組 43.00 ㎡ 

4 歳保育室 ゆり組 45.08 ㎡ 

5 歳保育室 きく組 45.22 ㎡ 

保健室（事務所）  14.89 ㎡ 

調理室  31.44 ㎡ 

 

 

5 提供する保育に関する内容並びに連携体制 

保 育 内 容 

「明るく、げんきに、たくましく」の保育理念のもと、就学

前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律(平成 18 年法律第 77 号、以下「認可保育所法」とい

う)、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号、以下「支

援法」という。）、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指

針（平成 29 年告示） に沿って乳幼児の発達に必要な教育・

保育を総合的に提供する。 

特 別 支 援 保 育 

地域社会の中で、障がいのあるこどもが仲間と共に育ちあう

ことを基本的な 考え方として、障がい児保育を行っていま

す。 
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連 携 体 制 地域における中核的な施設としての機能を果たしながら、市

町村と適切に連携を図り、地域の実情に則した子育て支援等

を行う。そして家庭や地域社会、先述の市区町村等関係機関

と諸問題に対して連携して取り組む。 

 

 

6 開園日・休園日 

開 園 日 月曜日～土曜日 

休 園 日 日曜日、祝日、※お盆休暇、年末年始、※次年度準備日 

※家庭保育協力日 

 

 

7 開園時間・保育時間 

開 園 時 間 

区分 月曜日～金曜日 土曜日 

開園時間 午前 7 時～午後 7 時 午前 7 時～午後 6 時 

保育時間 午前 7 時～午後 6 時 午前 7 時～午後 6 時 

延長保育 午後 6 時～午後 7 時 なし 

 

 

8 職員の職種、員数等 

職 種 職務の内容 員数 常勤 非常勤 

園長 
教育及び保育の質の確保及び向上を図り、職員の資質

の向上に取り組むとともに、一体的な管理運営を行う。 
1 1  

副園長 

園長を補佐し、教育及び保育の質の確保及び向上を図

り、職員の資質の向上に取り組むと共に、一体的な管

理運営を行い、園務を整理し、必要に応じて園児に教

育･保育を実施する。 

1 1  

主任 

保育士 

園長、副園長を補佐し、園務を整理し、必要に応じて

園児に教育・保育を実施する。 
1 1  

保育士 保育教諭は、教育課程及び保育課程に基づき、園児に

教育及び保育を一体的に実施する。 
8 5 3 

栄養士 献立作成や給食全般の管理、調理及び食育に関する活

動を行う。 
1 1  

調理員 献立に基づく調理及び食育に関する活動等を行う。 1  1 

園医 園児の健康診断及び職員への指導助言を行う。 1  1 

園歯科医 園児の健康診断及び職員への指導助言を行う。 1  1 

※保育士の配置人数は、認可保育所等の配置基準に準じた人数を配置する 

※職員数に関しては、各年度の状況により、配置基準を超える範囲内で増減する 
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9 職員の労働時間及び経験年数、資格の保有状況等 

職員 勤務時間 経験年数(概ね) 資格の保有状況 

園長・副園長等 7 時～19 時 20 年以上 保育士資格・幼稚園教諭Ⅰ種 

保育士(主任含む) 7 時～19 時※ 10 年以上 保育士資格・幼稚園教諭Ⅰ種・Ⅱ

種 

栄養士 8 時～16 時 5 年以上 管理栄養士資格 

調理員 8 時～16 時 5 年以上 調理師免許 

※ ローテーションにより、各保育士の勤務日及び勤務時間帯は異なります。 

※ 職務の都合上、上記とは異なる勤務時間帯となることがあります。 

 

 

10 食事(給食)等に係る事項 

提 供 方 法 園の設備による自園調理 

提 供 日 保育を提供する全ての日※ 

提 供 内 容 9 時のおやつ、給食、3 時のおやつ、6 時のおやつ 

栄 養 士 の 配 置 状 況 配置有り 

ア レ ル ギ ー の 対 応 除去食並びに代替食に対応※ 

※運動会、行事等の保育を行わない日は除く 

※食物アレルギー等による配慮食の提供には、医師の「生活管理指導表」 が必要となります。 

 

 

11 利用料金 

 (1) 特定教育・保育に係る利用者負担（保育料） 

   支給認定を受けた市町村に対し、当該市区町村が定める保育料をお支払いいただきます。 

 (2) 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等 

  (1)に掲げる保育料のほか、別表 1 に掲げる費用を負担していただきます。 

 

 

12 利用の開始に関する事項 

 区役所の利用調整に基づき当所に利用の要請をされた児童の保護者が本重要事項説明書

等に同意された後に保育の提供を開始します。 

 

 

13 利用の終了に関する事項 

   当園は、以下の場合には保育の提供を終了します。 

  (1) 園児が小学校に就学したとき 

  (2) 児童の保護者が、児童福祉法又は子ども・子育て支援法に定める支給要件に該当し

なくなったとき 

  (3) その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 
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14 緊急時の対応並びに嘱託医について 

園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、園又は保護者の指定する医療機関及び緊

急連絡先等へ速やかに連絡し、必要な措置を講じます。また、以下の医療機関と嘱託医契約

を締結しています。 

(1) 内科 

医療機関の名称 ほがらかクリニック 

嘱 託 医 山田 勝彦 

所 在 地 大阪市天王寺区東高津町 9-10 

電 話 番 号 06-6777-8212 

 

(2) 歯科 

医療機関の名称 うえだ歯科医院 

嘱 託 医 植田 智也 

所 在 地 大阪府岸和田市尾生町 5 丁目 3 番 48 号 

電 話 番 号 072-441-4618 

 

15 非常災害時の対策 

非常時の対応 別途に定める、消防計画書により対応いたします。 

防災設備 

・自動火災報知機  有  ・誘 導 灯    有  

・ガス漏れ報知機   有  ・非常警報装置  有 

・非常用電源     有  ・スプリンクラー  有 

・その他、カーテン、敷物、建具等の防炎処理  有 

避難・消火訓練 避難及び消火の訓練は、毎月１回以上実施します。 

 

16 要望・苦情等に関する相談窓口 

相談窓口 すみよしげんき学園 

苦情解決担当者 副園長 工藤 実江  

苦情解決責任者 園長 向井 秋久 

第三者委員 前田 剛史 
電話番号 072-365-8808 

ルンビニ保育園 理事長 

 

17 利用者に対しての保険の種類・保険事故・保険金額 

保険の種類 独立行政法人日本スポーツ振興センター保険 

保険の内容 災害共済給付 

保険金額 300 円（年額） 

※保険に関する補償内容に関しては別紙参照 
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18 児童の利用状況（毎年度 4 月 1 日現在） 

 
前々前年度 

前々年度 前年度 

0 歳児 

未開設 未開設 未開設 

1 歳児 

2 歳児 

3 歳児 

4 歳児 

5 歳児 

 

19 第三者評価の受審、自己評価の実施状況 

  項 目 受審、実施状況 受審、実施結果 

第三者評価受審状況 無し  

自己評価の実施状況 有り（実施予定） 別紙の通り（実施予定） 

 

20 子ども・子育て支援法第３９条第３項・第５項、第５１条第２項・第４項、第５７条第

２項、第４項の規定により公表・公示された旨 

  なし 

 

21 秘密保持のための方針 

 当園は、在園児の個人情報について「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」に基づ

き、適切な取扱いに努めるものとします。規定は別紙参照。 

 

 

22 カスタマーハラスメントへの対応に関する方針 

 当園では、保護者の皆様との信頼関係を大切にし、健全で安心できる保育環境を提供する

ことを最優先しています。子どもたちにとって安全な教育・保育環境を維持する為にも、『カ

スタマーハラスメントへの対応に関する方針』を定めています。万が一、当園において、カ

スタマーハラスメントに該当する事象が生じた場合は、労働契約法第 5 条に定められている

安全配慮義務に基づき、教職員が安心して教育・保育に従事できるよう方針に則り対応しま

す。 

 

 

23 虐待の防止のための措置に関する事項 

  職員による園児への虐待防止のため、以下の措置を講じています。 

 (1) 年に 1 回職員に対して虐待防止研修等を実施 

 (2) 虐待防止マニュアルの作成、運用 
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24 個人情報保護方針(プライバシーポリシー)について 

この個人情報保護方針(プライバシーポリシー)には、在園児、卒園児、未就園児や地域の

幼児と  その保護者及び職員等、すみよしげんき学園（以下「当園」という。）にかかわる

皆さんの個人情報保護についての当園の方針が規定されています。個人情報とは単独もしく

はそれらを複合することで個人を特定し得る情報をさします。 

 

１ 法令等の遵守 

当園は保有する入園児童、在園児、卒園児、未就園児や地域の幼児とその保護者及び職員

等の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び関連する法令などを遵守し、当

該の個人情報の保護に努める。 

２ 規程と管理体制の整備 

当園は「プライバシー保護に関しての規程」「個人情報保護規定」その他関係省庁のガイド

ラインに基づいて、当園内規程（園規則、就業規則等）の整備と個人情報の管理体制の徹底

に努める。 

３ 規程と管理体制の制定、実行、改善 

当園は個人情報の管理体制徹底のため、個人情報保護に関する方針、組織、監査及び見直

しを組織的、断続的に実行し改善を行う。 

４ 個人情報の利用目的の特定と収集 

当園は、個人情報を収集する場合は、個人情報の利用目的を特定し、その利用目的に必要

な範囲において適正な手段によって収集する。提供、収集された情報は在籍管理・保育上必

要と認められる監督官庁への届出、法律に認めるところの書類作成・各種募集他情報主体の

利益享受及び権利の行使に必要と認められる場合に限り使用する 

５ 個人情報の利用制限 

当園は「プライバシー保護に関しての規程」「個人情報保護規定」及び法令に定める場合を

除いて当園が保有する個人情報をあらかじめ本人の同意を得た目的以外に利用したり第三者

へ開示したりはしない。 

６ 個人情報の管理 

当園はその業務において個人情報の保護を適正に行い、個人情報の取り扱いについて権限

を付与した職員に対して必要かつ適切な監督と教育を行う。 

また、個人情報を処理する情報システムの安全管理を図るとともに、その利用目的に必要

な範囲において個人情報を正確かつ最新の内容に保ち、漏洩、滅失または毀損を防止するた

めの安全管理措置を講じる。 

 当園発行の各種資料、ホームページ等への個人情報の使用に際しては記載されている事項

の安全に留意するとともに情報主体の意思を尊重し、使用制限の申し出には適切に対応する。 

７ 個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用停止等の請求 

当園は本人からの当該本人の個人情報や投書意見、アンケートで収集した情報の開示、訂

正、追加、削除、利用停止等の請求を受け付ける 
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25 当園におけるその他の留意事項 

当園の敷地内はすべて禁煙です。利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する

宗教活動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。また、各種行事でのビデオ並びに写真

撮影等は、園及び職員の指示に必ず従ってください。 
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諸費料金一覧表 個人用品 

 

品目 年齢 金額 

体操服類 

体操服 半袖シャツ 

2歳児～ 

3600円 

体操服 長袖シャツ 6300円 

体操服 半ズボン 3300円 

通園カバン 7650円 

制服類 

制帽 

3歳児～ 

3450円 

制服ジャケット 12595円 

制服ズボン（スカート） 7040円 

ポロシャツ半袖 6600円 

ポロシャツ長袖 7260円 

上靴 2640円 

個人用品 

運動帽子 全園児 1000円 

補助バック 

２歳～ 

530円 

クレパス 720円 

サインペンセット（１本）  1250円（110円） 

出席帳（シール含む） 670円 

名札 145円 

鍵盤ハーモニカ（ホース） ３歳～ 6000円（540円） 
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その他 

料金名 年齢 金額 

特別課内保育 

特別保育料(英語) 0～2歳児 600円 

特別保育料(英語・音楽・茶

道) 
3歳児～ 2000円 

延長保育料 

(早朝保育)7時～9時 

(延長保育)17時～19時 
短時間 200円(10分毎) 

(延長保育)18時～19時 標準時間 
200円(10分毎) 

最大料金 10000円 

(超過料金)18時以降※土曜 
全園児 

500円 

(超過料金)19時以降※平日 500円 

その他 

絵本代 

全園児 

500円 

教育充実費 1000円 

卒園アルバム用写真代 

(別途本体代) 

200円 

(1700円) 

災害共済給付制度保険料金 300円(年額) 

りそなネット登録料 220円 

給食費（主食+副食費） 3歳児～ 2,000+4,600＝6,600円 

園外保育バス代（都度） 

対象園児 

500円 

布団リース代 月額 1200円 

紙おむつ代 月額 3300円 

トレーニングパンツ代 月額 2000円 

 


